
２０１４年度市民のための憲法行事参加企画  

演

題

講

師

憲法 25 条を破壊する

伊藤博義氏 

（宮城憲法会議代表委員） 

安倍内閣の雇用政策 

東北大学法学部卒業 

宮城教育大学名誉教授 

みやぎ憲法９条の会世話人 

労働法・社会保障法専門 

雇用形態の多様化と労働法 

若者たちと法を学ぶ  ほか

略歴 

開場 18:00   開会 18:15 

仙台市戦災復興記念館 4 階第 2会議室

申込不要・入場無料 

（但し資料代として３００円頂きます。）

著書 


